
[1] 

 

 

 

 

共通事項 

令和３年度介護サービス事業者集団指導資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 長崎県長寿社会課 施設・介護サービス班 

令和３年９月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[2] 

 

目 次 

１）認知症介護に係る基礎的な研修の受講・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

２）ハラスメント対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

３）業務継続計画の策定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

４）虐待の防止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

５）電磁的記録等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

６）科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ 

 

※【基準】【基準解釈通知】は、通所リハビリテーションより引用しておりますので、各サービス

に読み替えをお願いいたします。 

 

１）認知症介護に係る基礎的な研修の受講 

【基準】 

指定通所リハビリテーション事業者は、通所リハビリテーション従業者の資質の向上のために、

その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定通所リハビリテーション事業者は、

全ての通所リハビリテーション従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第 8 

条第 2 項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、

認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 

 

【基準解釈通知】 

【第３の二の３の⑹③】 

※前段は、当該指定訪問入浴介護事業所の従業者の質の向上を図るため、研修機関が実施する研修

や当該事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保することとしたものであること。 

また、後段は、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さ

ない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づけるこ

ととしたものであり、これは、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させ、認知症について

の理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から実施するも

のであること。 

当該義務付けの対象とならない者は、各資格のカリキュラム等において、認知症介護に関する基礎

的な知識及び技術を習得している者とすることとし、具体的には、同条第３項において規定されて

いる看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務 

者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者に加え、介護職員基礎研修

課程又は訪問介護員養成研修一級課程・二級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理

学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、

はり師、きゅう師等とする。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第５条において、3 年間の経過措
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置を設けており、令和 6 年 3 月 31 日までの間は、努力義務とされている。指定訪問入浴介護事

業者は、令和 6 年 3 月 31 日までに医療・福祉関係資格を有さない全ての訪問入浴介護従業者に

対し認知症介護基礎研修を受講させるための必要な措置を講じなければならない。また、新規採用、

中途採用を問わず、事業所が新たに採用した従業者（医療・福祉関係資格を有さない者に限る。）に

対する当該義務付けの適用については、採用後１年間の猶予期間を設けることとし、採用後１年を

経過するまでに認知症介護基礎研修を受講させることとする（この場合についても、令和 6 年 3 

月 31 日までは努力義務で差し支えない）。 

 

 

２）ハラスメント対策 

【基準】（勤務体制の確保等） 

指定通所リハビリテーション事業者は、適切な指定通所リハビリテーションの提供を確保する観

点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要

かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針

の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

 

【基準解釈通知】 

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和 47 年法律第 113 号）

第 11 条第 1 項及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に

関する法律（昭和 41年法律第 132 号）第 30 条の 2 第 1 項の規定に基づき、事業主には、職

場におけるセクシュアルハラスメントやパワーハラスメント（以下「職場におけるハラスメント」

という。）の防止のための雇用管理上の措置を講じることが義務づけられていることを踏まえ、規定

したものである。事業主が講ずべき措置の具体的内容及び事業主が講じることが望ましい取組につ

いては、次のとおりとする。なお、セクシュアルハラスメントについては、上司や同僚に限らず、利

用者やその家族等から受けるものも含まれることに留意すること。 
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イ 事業主が講ずべき措置の具体的内容 

事業主が講ずべき措置の具体的な内容は、事業主が職場における性的な言動に起因する問題に

関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（平成 18 年厚生労働省告示第 615 号）及

び事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関 して雇用管理上

講ずべき措置等についての指針（令和２年厚生労働省告示第５号。以下「パワーハラスメント指

針」という。）において規定されているとおりであるが、特に留意されたい内容は以下のとおり

である。 

ａ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 

職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方

針を明確化し、従業者に周知・啓発すること。 

ｂ 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 

相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口をあら

かじめ定め、労働者に周知すること。 

なお、パワーハラスメント防止のための事業主の方針の明確化等の措置義務については、女

性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第 

24 号）附則第３条の規定により読み替えられた労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇

用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第 30 条の２第１項の規定により、中小企業

（医療・介護を含むサービス業を主たる事業とする事業主については資本金が 5000 万円以

下又は常時使用する従業員の数が 100 人以下の企業）は、令和４年４月１日から義務化と

なり、それまでの間は努力義務とされているが、適切な勤務体制の確保等の観点から、必要な

措置を講じるよう努められたい。 

ロ 事業主が講じることが望ましい取組について 

パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメン

ト）の防止のために、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組の例として、

①相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、②被害者への配慮のための取組（メ

ンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して１人で対応させない等）及び③被害防止の

ための取組（マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組）が規定され

ている。介護現場では特に、利用者又はその家族等からのカスタマーハラスメントの防止が

求められていることから、イ（事業主が講ずべき措置の具体的内容）の必要な措置を講じるに

あたっては、「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」、「（管理職・職員向け）研修の

ための手引き」等を参考にした取組を行うことが望ましい。この際、上記マニュアルや手引き

については、以下の厚生労働省ホームページに掲載しているので参考にされたい。

（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html） 

加えて、都道府県において、地域医療介護総合確保基金を活用した介護職員に対する悩み相

談窓口設置事業や介護事業所におけるハラスメント対策推進事業を実施している場合、事業

主が行う各種研修の費用等について助成等を行っていることから、事業主はこれらの活用も

含め、介護事業所におけるハラスメント対策を推進することが望ましい。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html
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３）業務継続計画の策定 

【基準】（業務継続計画の策定等） 

指定通所リハビリテーション事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定

通所リハビリテーションの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を

図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を

講じなければならない。指定通所リハビリテーション事業者は、通所リハビリテーション従業者に

対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければな

らない。指定通所リハビリテーション事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応

じて業務継続計画の変更を行うものとする。 

 

【基準解釈通知】第３の六の３の⑹ 

① 居宅基準第 105 条の規定により指定通所介護の事業について準用される居宅基準第 30 条の

２は、指定通所介護事業者は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して指定

通所介護の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、当該業務継続計画に従い、 

通所介護従業者に対して、必要な研修及び訓練（シミュレーション）を実施しなければならない

こととしたものである。なお、業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施については、居宅基準第 

105 条の規定により 指定通所介護の事業について準用される居宅基準第 30 条の２に基づき事

業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支

えない。また、感染症や災害が発生した場合には、従業者が連携し取り組むことが求められるこ

とから、研修及び訓練の実施にあたっては、全ての従業者が参加できるようにすることが望まし

い。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第３条において、３年間の経過

措置を設けており、令和６年３月 31 日まで の間は、努力義務とされている。 

② 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容については、「介護施

設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「介護施設・

事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。また、想定される災

害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じて設定すること。な

お、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものではない。 

イ 感染症に係る業務継続計画 

ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等） 

ｂ 初動対応 

ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等） 

ロ 災害に係る業務継続計画 

ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、 

必要品の備蓄等） 

ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

ｃ 他施設及び地域との連携 
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③ 研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職 員間に共有するとともに、

平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。職員教育を組織

的に浸透させていくために、定期的（年１回以上）な 教育を開催するとともに、新規採用時には

別に研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容についても記録すること。なお、感染

症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防止のための研修と一体的

に実施することも差し支えない。 

④ 訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できる

よう、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実践

するケアの演習等を定期的（年１回以上）に実施するものとする。なお、感染症の業務継続計画に

係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一体的に実施することも差

し支えない。また、災害の業務継続計画に係る訓練については、非常災害対策に係る訓練と一体

的に実施することも差し支えない。 訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、

机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。 

 

４）虐待の防止 

【基準】（運営規定） 

 「虐待の防止のための措置に関する事項」が追加された。 

 

【基準】（虐待の防止） 

指定通所リハビリテーション事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲

げる措置を講じなければならない。 

１ 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等

を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、訪

問介護員等に周知徹底を図ること。 

２ 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

３ 当該指定訪問介護事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実

施すること。 

４ 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

【基準解釈通知】 

第３の一の３の(31) 

居宅基準第 37 条の２は、虐待の防止に関する事項について規定したものである。虐待は、法の目

的の一つである高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて

高く、指定訪問介護事業者は虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。虐待を未然

に防止するための対策及び発生した場合の対応等については、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者

に対する支援等に関する法律」（平成 17 年法律第 124 号。以下「高齢者虐待防止法」という。）に

規定されているところであり、その実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成される
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よう、次に掲げる観点から虐待の防止に関する措置を講じるものとする。 

・虐待の未然防止 

指定訪問介護事業者は高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮を常に心がけながらサービス提

供にあたる必要があり、第３条の一般原則に位置付けられているとおり、研修等を通じて、従業

者にそれらに関する理解を促す必要がある。同様に、従業者が高齢者虐待防止法等に規定する養

介護事業の従業者としての責務・適切な対応等を正しく理解していることも重要である。 

・虐待等の早期発見 

指定訪問介護事業所の従業者は、虐待等又はセルフ・ネグレクト等の虐待に準ずる事案を発見し

やすい立場にあることから、これらを早期に発見できるよう、必要な措置（虐待等に対する相談

体制、市町村の通報窓口の周知等）がとられていることが望ましい。また、利用者及びその家族か

らの虐待等に係る相談、利用者から市町村への虐待の届出について、適切な対応をすること。 

・虐待等への迅速かつ適切な対応 

虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報される必要があり、指定訪問介護事業者

は当該通報の手続が迅速かつ適切に行われ、市町村等が行う虐待等に対する調査等に協力するよ

う努めることとする。 

以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実

に防止するために次に掲げる事項を実施するものとする。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第２条において、３年間の経過

措置を設けており、令和６年３月 31 日までの間は、努力義務とされている。 

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会（第１号） 

虐待防止検討委員会は、虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再

発を確実に防止するための対策を検討する委員会であり、管理者を含む幅広い職種で構成する。

構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、定期的に開催することが必要である。

また、虐待防止の専門家を委員として積極的に活用することが望ましい。 

一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微なものであることが

想定されるため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき情報であるとは限られず、個別の

状況に応じて慎重に対応することが重要である。 

なお、虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営するこ

ととして差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者と

の連携等により行うことも差し支えない。 

また、虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この

際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いの

ためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守

すること。 

虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について検討することとする。その際、そこ

で得た結果（事業所における虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等）は、従業者に周知徹底を

図る必要がある。 

イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること 
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ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること 

ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 

ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること 

ホ 従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法 

に関すること 

ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること 

ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること 

② 虐待の防止のための指針(第２号) 

指定訪問介護事業者が整備する「虐待の防止のための指針」には、次のような項目を盛り込むこ

ととする。 

イ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方 

ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

③ 虐待の防止のための従業者に対する研修（第３号） 

従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容等の

適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、当該指定訪問介護事業所における指針に基づ

き、虐待の防止の徹底を行うものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定訪問介護事業者が指針に基づいた研修プ

ログラムを作成し、定期的な研修（年１回以上）を実施するとともに、新規採用時には必ず虐待の

防止のための研修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、事業所内での研修 

で差し支えない。 

④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者（第４号） 

指定訪問介護事業所における虐待を防止するための体制として、①から③までに掲げる措置を適

切に実施するため、専任の担当者を置くことが必要である。当該担当者としては、虐待防止検討

委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい。 

 

５）電磁的記録等 

【基準】 

１ 指定居宅サービス事業者及び指定居宅サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに

類するもののうち、この省令の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、
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複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有

体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定されている又は想定されるもの（第 11 

条第 1 項（第 39 条の 3、第 43 条、第 54 条、第 58 条、第 74 条、第 83 条、第 91 条、

第 105 条、第 105 条の 3、第 109 条、第 119 条、第 140条（第 140 条の 13 において

準用する場合を含む。）、第 140 条の 15、第 140 条の 32、第 155 条（第 155 条の 12 に

おいて準用する場合を含む。）、第 192 条、第 192 条の 12、第 205 条、第 206 条及び第 216 

条において準用する場合を含む。）及び第 181 条第 1 項（第 192 条の 12 において準用する

場合を含む。）並びに次項に規定するものを除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電

磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作

られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことが

できる。 

２ 指定居宅サービス事業者及び指定居宅サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、

締結その他これらに類するもの（以下「交付等」という。）のうち、この省令の規定において書面

で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、

書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することがで

きない方法をいう。）によることができる。 

 

【基準解釈通知】 

※ 電磁的記録について 

居宅基準第 217 条第１項及び予防基準第 293 条第 1 項は、指定居宅サービス事業者及び指定

居宅サービスの提供に当たる者等（以下「事業者等」という。）の書面の保存等に係る負担の軽減を

図るため、事業者等は、この省令で規定する書面（被保険者証に関するものを除く。）の作成、保存

等を次に掲げる電磁的記録により行うことができることとしたものである。 

⑴ 電磁的記録による作成は、事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方

法または磁気ディスク等をもって調製する方法によること。 

⑵ 電磁的記録による保存は、以下のいずれかの方法によること。 

① 作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディ

スク等をもって調製するファイルにより保存する方法 

② 書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってできた電磁的記録を事業者等の使用

に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保

存する方法 

⑶ その他、居宅基準第 217 条第１項及び予防基準第 293 条第１項において電磁的記録により行

うことができるとされているものは、⑴及び⑵に準じた方法によること。 

⑷ また、電磁的記録により行う場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者

における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」及び厚生労働省「医療情報システムの安

全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

 

※電磁的方法について 



[10] 

 

居宅基準第 217 条第２項及び予防基準第 293 条第 2 項は、利用者及びその家族等（以下「利

用者等」という。）の利便性向上並びに事業者等の業務負担軽減等の観点から、事業者等は、書面で

行うことが規定されている又は想定される交付等（交付、説明、同意、承諾、締結その他これに類す

るものをいう。）について、事前に利用者等の承諾を得た上で、次に掲げる電磁的方法によることが

できることとしたものである。 

⑴ 電磁的方法による交付は、居宅基準第 8 条第 2 項から第 6 項まで及び予防基準第 49 条の 

2 第 2 項から第 6 項までの規定に準じた方法によること。 

⑵ 電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用者等が同意の意思表示をした場合等が考

えられること。なお、「押印についてのＱ＆Ａ（令和 2 年 6 月 19 日内閣府・法務省・経済産

業省）」を参考にすること。 

⑶ 電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間の契約関係を明確にする観点から、書面にお

ける署名又は記名・押印に代えて、電子署名を活用することが望ましいこと。なお、「押印につい

てのＱ＆Ａ（令和 2 年 6 月 19 日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考にすること。 

⑷ その他、居宅基準第 217 条第 2 項及び予防基準第 293 条第 2 項において電磁的方法による

ことができるとされているものは、⑴から⑶までに準じた方法によること。ただし、居宅基準若

しくは予防基準又はこの通知の規定により電磁的方法の定めがあるものについては、当該定めに

従うこと。 

⑸ また、電磁的方法による場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者にお

ける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」及び厚生労働省「医療情報システムの安全管

理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

 

６）科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ） 

平成 28 年度より通所・訪問リハビリテーションデータ収集システム（VISIT）、令和２年５月よ

り高齢者の状態やケアの内容等データ収集システム（CHASE）を運用しており、令和３年４月１日

より、これらの一体的な運用を開始するとともに、科学的介護の理解と浸透を図る観点から、名称

を「科学的介護情報システム（Long-term careInformation system For Evidence; LIFE ライフ）

（以下「LIFE」という。）」とする。 

また、令和３年度介護報酬改定において、科学的に効果が裏付けられた自立支援・重度化防止に

資する質の高いサービス提供の推進を目的とし、LIFE を用いた厚生労働省へのデータ提出とフィ

ードバックの活用による、PDCA サイクル・ケアの質の向上を図る取組を推進する。 
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 「科学的介護情報システム（LIFE）」の活用等について（令和３年２月１９日事務連絡）より 

 

※LIFEの情報の活用について 

→「ケアの質の向上に向けた科学的介護情報システム（LIFE）利活用の手引き（（外部）株式会社三

菱総研ホームページ）」 

（厚生労働省ホームページ掲載先 ：ホーム > 政策について >分野別の政策一覧 > 福祉・介護  

> 介護・高齢者福祉 > 科学的介護） 

参考） 

○科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様

式例の提示について（令和３年３月 16 日老老発 0316 第４号） 

（厚生労働省ホームページ掲載先 ：ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 福祉・介護

＞介護・高齢者福祉 > 介護報酬 > 令和３年度介護報酬改定について） 

○「科学的介護情報システム（LIFE）」の活用等について（令和３年２月１９日事務連絡） 

（厚生労働省ホームページ掲載先 ：ホーム > 政策について >分野別の政策一覧 > 福祉・介護  

> 介護・高齢者福祉 > 科学的介護） 
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【基準省令】 

・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11 年厚生省令第 37 号） 

・指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービスに係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準（平成 18 年厚生省令第 35 号） 

・指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11年厚生省令第 39号） 

・介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成 11年厚生省令第 40号） 

・健康保険法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第八十三号）附則第百三十条の二第一項の規定により

なおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11年

厚生省令第 41号） 

・特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成 11年厚生省令第 46号） 

・介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成 30年厚生労働省令第 5号） 

【解釈通知】 

・指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について（平成 11 年老企第 25 号） 

・指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について（平成 12年３月 17日老企第 43号） 

・介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について（平成 12年３月 17日老企第 44

号） 

・健康保険法等の一部を改正する法律附則第 130 条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとさ

れた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準について（平成 12 年３月 17 日老企第 45

号） 

・特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について（平成 12年３月 17日老発 214厚生省老人保健

福祉局長通知） 

・介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について（平成 30年老老発 0322第 1号） 

【算定基準】 

・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成 12 年厚生省告示第 19 号） 

・指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成 18 年厚生省告示第 127 号） 

・指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準（平成 12年厚生省告示第 21号） 

【算定基準留意事項】 

・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用

具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事

項について（平成 12 年老企第 36 号） 

・指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成 

12 年老計発第 0317001 号） 

・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に

係る部分）及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項につ

いて（平成 12年３月８日老企第 40号） 
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感染症対策について 

令和３年度介護サービス事業者集団指導資料 
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Ⅰ．令和３年介護報酬改定 

◇衛生管理等 

指定通所介護事業者は、当該指定通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、

次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

一 当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会

（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね６月に１回以上開催すると

ともに、その結果について、通所介護従業者に周知徹底を図ること。  

二 当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。  

三 当該指定通所介護事業所において、通所介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のため

の研修及び訓練を定期的に実施すること。 

 

解釈通知 

具体的には次のイからハまでの取扱いとすること。各事項について、同項に基づき事業所に実施が求め

られるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。  

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第４条において、３年間の経過措置を

設けており、令和６年３月 31日までの間は、努力義務とされている。 

 

イ 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会  

○ 当該事業所における感染対策委員会であり、感染対策の知識を有する者を含む、幅広い職種により構

成することが望ましく、特に、感染症対策の知識を有する者については外部の者も含め積極的に参画を

得ることが望ましい。 

○ 構成メンバーの責任及び役割分担を明確にするとともに、感染対策担当者を決めておくことが必要で

ある。 

○ 感染対策委員会は、利用者の状況など事業所の状況に応じ、おおむね６月に１回以上、定期的に開催

するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する必要がある。 

○ 感染対策委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保

護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、

厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。  

○ なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとし

て差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等によ

り行うことも差し支えない。  

ロ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針  

○ 当該事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」には、平常時の対策及び発生時

の対応を規定する。  

○ 平常時の対策としては、事業所内の衛生管理（環境の整備等）、ケアにかかる感染対策（手洗い、標準

的な予防策）等、発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健所、市町
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村における事業所関係課等の関係機関との連携、行政等への報告等が想定される。 

○ また、発生時における事業所内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記しておくこ

とも必要である。  

○ なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介護現場における感染対策の手引き」を参照され

たい。  

 

ハ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練  

○ 通所介護従業者に対する「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」の内容は、感染対策の基礎

的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該事業所における指針に基づいた衛生管理の徹底

や衛生的なケアの励行を行うものとする。  

○ 職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該事業所が定期的な教育（年１回以上）を開催する

とともに、新規採用時には感染対策研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容についても

記録することが必要である。  

○ なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の職員向け感染症対策力向上のための研修教材」

等を活用するなど、事業所内で行うものでも差し支えなく、当該事業所の実態に応じ行うこと。  

○ また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練（シミュレー

ション）を定期的（年１回以上）に行うことが必要である。 

○ 訓練においては、感染症発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修

内容に基づき、事業所内の役割分担の確認や、感染対策をした上でのケアの演習などを実施するものと

する。  

○ 訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組

み合わせながら実施することが適切である。 
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Ⅱ．長寿社会課から事業者の皆さまへ 

各介護サービス事業所・施設等の皆様におかれましては、感染防止対策の徹底を図りながら、介護サー

ビスの継続にご尽力いただいており、改めて感謝申し上げます。 

さて、全国で新型コロナウイルス感染が急速に拡大する中、県内においても、新規感染者数が大幅に増

加しております。 

こうした状況を踏まえ、８月１９日に県全体の感染段階をステージ５に移行するとともに県下全域に独

自の緊急事態宣言が発令されることになりました。 

特に、直近の感染事例では、飲食の場や県外から家庭内への持ち込み等を中心に拡大しています。また、

感染力が高い変異株の増加、人の移動が増える夏休みなどを踏まえ、更なる感染の拡大が懸念されてい

ます。 

つきましては、貴施設等におかれましても、強い危機感を持って、感染防止に努めていただいていること

と思いますが、改めて、６月１８日付けで通知しております「新型コロナウイルス感染症発生時の福祉施

設（入所系）の対応マニュアル（改訂版）」の確認と添付の「チェックリスト」を活用して、職員に対し

て感染リスクのある行動を自粛していただくなど、感染防止対策の徹底を図っていただきますようお願

いいたします。                   8月 19日長寿社会課メールマガジンにて配信 

 

○N-CHAT 

介護サービス事業所において、職員・利用者の日々の健康状態を入力し、管理することができる「健康管

理アプリ」 （通称「N-CHAT」（エヌ・チャット））を運用（導入を希望する法人へのＩＤ交付）してい

ます。介護事業所におけるクラスターを防止するためには、職員や利用者の健康管理が重要となります。

各法人又は事業所における職員・利用者の健康状態の一元的な管理・確認等に役立てていただくことを

主な目的とした「N-CHAT」を積極的にご活用ください。 

 

○新型コロナウイルス感染症発生時の福祉施設（入所系）の対応マニュアル 

県では、高齢者施設において感染者が発生した際の対応マニュアルを作成しています。 

令和 3年 6月、保健所協力のもとマニュアルを改訂し、別紙として初動フロー・チェックリストも作成

しておりますので、併せてご活用ください。 

※このマニュアルは、重症化リスクが高く、多人数が入所し、クラスター化の恐れもある、入所系施設を

想定して作成していますが、他の居宅サービス事業所等においても、準用してご活用ください。 
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＜マニュアル一部抜粋＞ 

 

 

＜初動フロー＞               ＜チェックリスト＞ 
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Ⅲ．感染症関連情報掲載ページ 

◇長崎県ホームページ 

https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/koreisha/jigyousya-oshirase/taisaku-

jigyousya-oshirase/ 

ホーム > 組織で探す > 福祉保健部 長寿社会課 > 長寿社会課から事業者の皆様へのお知らせ > イ

ンフルエンザ対策・熱中症予防・感染症対策など 

 

○ N-CHATのお申込みはこちらから 

○ 新型コロナウイルス感染症発生時の福祉施設（入所系）の対応マニュアル 

○ 厚生労働省からの各種通知（新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨

時的な取扱いについて） 等 

 

◇厚生労働省ホームページ 

① 介護事業所等における新型コロナウイルス感染症への対応等について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00089.html 

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 福祉・介護 > 介護・高齢者福祉 > 介護事業所等にお

ける新型コロナウイルス感染症への対応等について 

 

② 介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakuma

tome_13635.html 

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 福祉・介護 > 介護・高齢者福祉 > 介護事業所等向け

の新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ 

https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/koreisha/jigyousya-oshirase/taisaku-jigyousya-oshirase/
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/koreisha/jigyousya-oshirase/taisaku-jigyousya-oshirase/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00089.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_13635.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_13635.html

